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睡眠に関連する乳幼児の予期せぬ死亡（Sudden

Unexpected Infant Death：SUID）において，不慮
の窒息や乳幼児突然死症候群（Sudden Infant

Death Syndrome：SIDS）の予防のため，適切な睡
眠環境の啓発が行われてきたが，これらは国内外で
依然として発生している．今回，山口県内の子ども
支援関連の行政機関（以下，行政）の19施設，妊婦
健診を行う産婦人科の43施設および小児科の80施設
を対象に，乳児の安全な睡眠環境の啓発の現状につ
いて自記式質問紙調査を行った．調査内容は，乳児
の安全な睡眠環境に関する啓発の有無・手段・内
容・関わる職種，市川らが先行文献にて示した“乳
児期の睡眠環境の理想像”の見聞の有無等である．
調査の結果，行政の12施設，産婦人科の24施設，小
児科の49施設から回答を得，このうち啓発は行政の
すべて，産婦人科の54.0%，小児科の59.2%で行われ
ていた．手段では，ポスターの掲示やチラシ等の設
置・配布，口頭での説明が多かった．内容は，
SIDSが多く，睡眠環境の詳細については機関や手
段により実施に差がみられた．行政では保健師，産
婦人科では助産師，小児科では医師や看護師が主に
関わっていた．“乳児期の睡眠環境の理想像”の見
聞について，あると回答したのは，行政の58.3%，
産婦人科の29.2%，小児科の36.7%にとどまった．本

研究では，啓発が実施されていない医療機関が少な
くないこと，その背景として，SUIDが積極的に啓
発すべき問題と認識されていない可能性，SUIDの
概念や安全な睡眠環境が十分周知されていない可能
性が示唆された．SUIDの予防対策や啓発には，子
どもに関わる機関全体が協同することが必要と考え
る．このために，法医学分野も積極的に関与し，死
亡事故の現状や安全な睡眠環境の周知，啓発の実践
例の共有に努めていきたい．

は じ め に

睡眠に関連する乳幼児の予期せぬ死亡（Sudden

Unexpected Infant Death：SUID）は，乳幼児突然
死症候群（Sudden Infant Death Syndrome：SIDS）
等の内因によるもの，窒息や虐待等の外因によるも
の，内因か外因かの区別ができない不明のものを含
む概念である１）．SIDSは1969年に米国で定義され，
日本でも1970年頃より注目されてきたが，米国小児
科学会により1992年から仰向けによる睡眠（Back

to Sleep）が推奨されて以降，その発生率は大きく
減少した．しかしその後下げ止まりの様相を呈し，
他の原因による死亡が増加するようになったことか
ら，SUIDが提唱されるに至った２，３）．窒息は，
SUIDの中でSIDSに次いで多くの割合を占めるが，
両者は発生リスクに重なる点が多い１，３－８）．睡眠中
の予期せぬ死亡をSUIDという広い概念で捉えるこ
とは，防ぎうる死の予防対策を進める点で社会的に
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重要である．
2013年から米国小児科学会がSUIDの予防対策と

して推奨しているSafe to Sleep®では，乳幼児に適
切な睡眠環境を準備することが強調され，各国に広
まっている９，10）．Safe to Sleep®では，少なくとも生
後６ヵ月まで保護者と同室かつ固有の睡眠スペース
を確保する（添い寝をしない），平らで固くフィッ
トしたシーツで覆われた敷寝具を使用する，睡眠ス
ペースに物（玩具や枕，掛布団等の柔らかくゆった
りとした寝具等）を置かない，掛寝具ではなく衣類
や着る毛布（スリーパー）を使用する，仰向けに寝
かせる，保温しすぎない（顔や頭を覆わない）等が
推奨され，SIDSのリスク低減のための追加事項と
して，母乳栄養を行う，たばこや飲酒・違法薬物へ
の暴露をさける，定期予防接種をもれなく受ける，
おしゃぶりを使用する等も含まれている９，10）．
日本のSUID予防対策においては，厚生労働省が

SIDSを中心とする啓発を11），消費者庁が窒息事故予
防の啓発をそれぞれ行ってきた12，13）．1995年に出生
10万対44.3であったSIDSの発生頻度は2018年に出生
10万対6.2まで低下しており14），啓発による一定の効
果が評価できる．一方，2005年以降については
SIDS診断ガイドラインの改訂の影響により，死因
を不詳とする診断が増加してSIDSの発生を上回る
状況となっており，SUID全体としては減少してい
ないとの指摘もある15）．また，1995年に出生10万対
19.5であった窒息の発生頻度は2010年には出生10万
対7.9と低下した16）．近年では，2021年のSIDSは74

名14），2016年から2020年の０歳児のベッド内の窒息
死は118件と発表されているが17），不詳とされる事
例の中に相当数のSIDSや窒息が含まれると考えら
れる．SUID発生の背景として注目される乳児の睡
眠環境の国内における実態については，近年実施さ
れた調査研究から伺い知れる．すなわち，2017年18），
2019年19），2021年20）のいずれの調査においても，柔
らかい寝具の使用やぬいぐるみ等の持ち込み，寝具
の共用，添い寝等が一定数みられることが報告され
た．著者らが所属する法医学講座（以下，当講座）
では，山口県全域の法医解剖を行っているが，近年
では2021年に４件，2022年に５件のSUID事例を経
験しており，多くの事例が推奨されるような適切な
睡眠環境とはいえない状況であった．
このような背景の中，SUIDに関する啓発はどの

ように行われているのか，改善すべき問題はあるの
かについて言及する国内の研究報告は認められな
い．SUIDにおいて，防ぎうる死として意義が大き
いと考えられる夜間の就寝中の窒息事故やSIDSの
発生背景には，安全な睡眠環境が実践されていない
状況が少なからず関わっている．したがって，
SUIDの予防対策をさらに進めるためには，国レベ
ルの政策でなく，養育者により近い行政や医療の現
場で行われる啓発の実態を調査し，検討することが
必要と我々は考えた．そこで今回，山口県内の乳児
の安全な睡眠環境に関する啓発の実態についてアン
ケート調査を行い，今後のSUID予防対策や啓発に
ついて考察した．

対象と方法

対象は，山口県内の子ども支援担当の行政機関
（以下，行政），産婦人科および小児科を標榜する医
療機関とした．行政は県内19市町の乳児家庭全戸訪
問事業や育児学級等の子ども支援を担当する課，産
婦人科は本研究の計画時点で山口県母子保健ガイド
の妊婦健診を行う医療機関一覧21）に記載されていた
43施設，小児科は研究の計画時点で山口県小児科医
会22）に登録されかつ総合病院でない80施設である．
回答期間は2022年11月７日から2023年２月28日にか
けてとし，自記式質問紙アンケートを郵送，メール
あるいはFAXにて送付した．なお，本調査の対象
は ‘施設’ であることから「人を対象とする生命科
学・医学系研究」には該当しないため，同倫理指針
上の審査を経ていないが，回答は任意で，無記名と
し，回答結果は当講座内での厳重保管とした．
質問内容は10項目からなり，研究対象機関・団体

の種類，乳児の安全な睡眠環境に関する啓発につい
て（有無，手段，関わっている職種，内容，反響の
あった内容，訪問者に対する啓発実施の割合，啓発
しない理由，養育者から質問される頻度），“乳児期
の睡眠環境の理想像”の見聞きの有無，とした（表
１）．なお，質問10の“乳児期の睡眠環境の理想像”
については，市川らが行った「家庭における乳児期
の睡眠環境に関する意識調査・実態調査」内で示さ
れた写真を引用しており，同写真はSafe to Sleep®

が推奨する環境である23）．また，最後に自由記載欄
を設けた．
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統計学的解析にはJMP® Pro 16（SAS Institute

Japan Ltd.，東京，日本）を用いた．質的変数につ
いて，Pearsonのχ2独立性検定あるいは20％以上の
期待度数が５未満ではFisherの正確検定を行った．
有意水準は５％とした．

結   果

行政12件（63.2%），産婦人科24件（55.8%），小児
科49件（61.3%）より回答を回収した．啓発を行っ
ている施設（表１－質問２）は，行政のすべて，産
婦人科の13件（54.0%），小児科の29件（59.2%）と
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表１ アンケートの内容



なり（図１），行政が啓発を行っている割合は，他
２機関と比較して有意に高かった（p=0.017）．
啓発の手段については（表１－質問３，図２），

行政では「パンフレットやチラシなどの配布・設置
（以下，チラシ）」が11件（91.7%）と最も多く，次
いで「（対面での）口頭による説明（以下，口頭）」
が８件（66.7%），「ポスターの掲示（以下，ポスタ
ー）」が４件（33.3%）で行われ，「貴機関・団体が
運営するウェブサイト上での関連記事の公開（以下，
ウェブ）」・「体験教室・講習会の開催（以下，教
室）」はそれぞれ１件（8.3%）であった．産婦人科
では，「口頭」が９件（69.2%）と最も多く，次いで
「ポスター」が８件（61.5%），「チラシ」が４件（30.8%）
で行われていた．小児科では，「口頭」が22件（75.9%）
と最も多く，次いで「ポスター」が20件（69.0%），
「チラシ」が14件（48.3%），「教室」が１件（3.4%）
で行われていた．なお，いずれの機関も「貴機関・
団体が作成した関連動画の公開（以下，動画）」を

行っていなかった．
職種については（表１－質問４，図３），行政で

は未回答１件をのぞく11件（91.7%）で「保健師」，
２件で「助産師」（16.7%），１件で「保育士」（8.3%）
が，産婦人科では11件（84.6%）で「助産師」，４件
で「看護師」（30.8%），２件で「医師」（15.4%）が，
小児科では未回答４件をのぞく25件（86.2%）で
「医師」，15件（51.7%）で「看護師」，３件で「助産
師」（10.3%），２件で「保育士」（6.9%）が，それぞ
れチラシや口頭，教室等の啓発業務に関わっていた．
啓発の内容については，質問３のそれぞれの啓発

手段において①乳児の睡眠中の窒息事故の現状（以
下，現状），②SIDSに加え，“乳児期の睡眠環境の
理想像”９，23）に対応させた項目として③就寝時の部
屋の共有（以下，部屋），④就寝時のベビーベッ
ド・布団の使用（以下，寝具種類），⑤就寝時の赤
ちゃんとの添い寝・寝具の共有（以下，添い寝），
⑥寒い時期の寝具の種類・性状（以下，寝具性状），
⑦就寝時の赤ちゃんのそばに物を置くこと（以下，
そばに物），⑧その他，の実施の有無とした（表１
－質問５，図４）．その結果，行政においては，ポ
スター（n=４）では「SIDS」が４件すべてに，「寝
具種類」・「寝具性状」・「そばに物」が各１件（25.0%）
みられ，チラシ（n=11）では「SIDS」が11件すべ
てに，「寝具種類」・「そばに物」が各４件（36.4%），
「現状」・「寝具性状」が各２件（18.2%），「添い寝」
が１件（9.1%）にみられ，口頭（n=８）では「寝
具種類」が７件（87.5%）と多く，「SIDS」・「添
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図１ 啓発を行っている施設の割合（％）
nは回答数．

図２ 啓発を行っている施設における機関別の啓発手段の
割合（％）

横軸はそれぞれ，ポスターの掲示／パンフレットやチラシ
などの配布・設置／（対面での）口頭による説明／貴機
関・団体が運営するウェブサイト上での関連記事の公開／
体験教室・講習会の開催を表す．nは回答数．

図３ 啓発を行っている施設における機関別の啓発業務に
関わる職種の割合（％）

nは回答数．



い寝」・「寝具性状」・「そばに物」が各５件（62.5%），
「現状」・「部屋」が各３件（37.5%）にみられた
（図４a）．産婦人科においては，ポスター（n=８）
では「SIDS」が８件すべてに，「現状」が４件（50.0%），
「そばに物」が１件（12.5%）にみられ，チラシ
（n=４）では「SIDS」が４件すべてに，「現状」が
２件（50.0%），「寝具種類」が１件（25.0%）にみら
れ，口頭（n=９）では「SIDS」が５件（55.6%）と
多く，「寝具種類」が４件（44.4%），「添い寝」・

「寝具性状」・「そばに物」が各３件（33.3%），「現
状」・「部屋」・「その他」が各１件（11.1%）み
られた（図４b）．小児科においては，ポスター（n=20）
では「SIDS」が19件（95.0%）と多く，「現状」が
９件（45.0%）にみられ，チラシ（n=14）では「SIDS」
が11件（78.6%）と多く，「現状」が４件（28.6%），
「部屋」が２件（14.3%），「寝具種類」・「添い
寝」・「寝具性状」・「そばに物」が各１件（7.1%）
みられ，口頭（n=22）では「SIDS」が16件（72.7%）
と多く，「寝具種類」が13件（59.1%），「そばに物」
が７件（31.8％），「寝具性状」が６件（27.3%），
「現状」・「部屋」が各３件（22.7%），「添い寝」が
４件（18.2%），「その他」が１件（4.5%）みられた
（図４c）．なお，行政の１件で行われていた「ウェ
ブ」では「SIDS」・「寝具種類」・「寝具性
状」・「そばに物」について，同じく「教室」では
その他を除くすべての項目がみられた．
訪問者／利用者／受診者に対するチラシや口頭の

実施率について（表１－質問６），中央値（四分位
数）を算出したところ，行政では，チラシは100

（68.8‑100）%，口頭は75（75‑100）%であった．産
婦人科では，口頭が75（50‑87.5）%，チラシは２件
のみの回答でそれぞれ75%及び100%であった．小
児科では，チラシが100（56.3‑100）%，口頭が75

（37.5‑100）%であった．チラシの高実施率と比べて
口頭の実施率は低く，ばらつきがみられ，ごく一部
の対象にのみ実施していた施設もみられた．
反響のあった啓発については（表１－質問７），

行政では『育児学級に参加されたお母さんに乳児期
に起こりやすい事故を考えてもらう時間を設定す
る』，『新生児，乳児の訪問時にパンフレットを用い
て実際児の過ごす生活の場を具体的に指導する』，
産婦人科では『入院中に産後のお母さんに向けて個
別の退院指導をする』，『Zoomなどのオンラインで
の妊娠中の方に対する個別講座を行う』，小児科で
は『１ヵ月健診時にパンフレットを配布し，SIDS

や寝具の種類，性状を親に話す』，『講演会でSIDS

を説明する』等の回答がみられた．
啓発を行っていない理由について（表１－質問

８），産婦人科では11件中８件に記載がみられ，こ
のうち７件は『分娩を取り扱っていない』ことに関
連した内容であった．小児科では20件中13件に記載
がみられ，このうち９件は『積極的な啓発の必要性
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図４ 啓発を行っている施設における手段別の啓発内容の
割合（％）

横軸はそれぞれ，ポスターの掲示／パンフレットやチラシ
などの配布・設置／（対面での）口頭による説明を表す．
内容の詳細は表１の質問５を参照．nは回答数．



を感じていない』ことに関連した内容であった．ま
た，『コロナ禍による多忙』や『有用な資材の不足』
が各２件みられた．
養育者から乳児の睡眠環境（質問５の①〜⑦に対

応）について質問される頻度（「よくある」を１，
「しばしばある」を２，「たまにある」を３，「ない」
を４）では（表１－質問９），全回答中，１は1.7%，
２は6.7%と少なく，４が53.6%と過半数を占めた
（図５）．また，養育者からの質問頻度が比較的多い
（全７項目中で１あるいは２が１個以上みられる）
施設について，啓発との関連を検定したところ，産
婦人科において，養育者からの質問頻度が比較的多

い施設は，「啓発あり」（p=0.023）および「睡眠環
境における口頭説明あり」（p=0.004）との間に有意
な関連を認めた．
乳児の理想的な睡眠環境の見聞きについて（表１

－質問10，図６），行政（n=12）の７件（58.3%），
産婦人科（n=24）の７件（29.2%），小児科（n=49）
の18件（36.7%）が「ある」と回答し，各機関の間
に統計学的に有意な関連を認めなかった（p=0.523）．
また，これらの割合は，「啓発あり」との間に有意
な関連を示さない一方で，「睡眠環境についての口
頭説明あり」の施設において，小児科で有意に多く
（p=0.025），行政で多い傾向（p=0.098）をそれぞれ
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図５ 養育者から乳児の睡眠環境（質問５の①〜⑦に対応）について質問される頻度（％）
１は「よくある」，２は「しばしばある」，３は「たまにある」，４は「ない」．nは回答数．



示した．また，行政では，理想的な睡眠環境の見聞
きがある施設において「養育者からの質問頻度が比
較的多い」ことと有意な関連を認めた（p=0.038）
（表２）．
自由記載欄では，医療機関において，『乳児の理

想的な睡眠環境について，母親の手，胸のぬくもり
以外何があるのか』，『米国発祥の資格「妊婦と乳幼
児の睡眠コンサルタント」を取得し，SNSで安全な
睡眠環境の普及等を行っている』，『腹臥位を避ける，
喫煙を避ける，母乳育児，口に入る大きさのものを
近くに置かない，他に注意すべきことがあれば是非
啓蒙していただきたい』，『乳児の窒息とSIDSへの
対応は問題の本質が異なると思う』，『家族に対する
禁煙指導も重要だと考える』，『写真が何を意味する
のか見えない．赤ちゃんはどの方向を向いているの
か』等（原文のまま引用）がみられた．

考   察

本研究では，SUID，特に窒息およびSIDSの発生
の背景として重要とされる乳児の睡眠環境の啓発の
実態を調査するため，山口県内の子ども支援担当の
行政，産婦人科や小児科を標榜する医療機関を対象
に質問紙を用いた横断的調査を行った．全体で約６
割の回収率での解析となったが，啓発における問題
点が明らかになったので，以下に考察する．
まず，啓発について，行政の全施設で行われてい

た一方で，産婦人科では５割強，小児科では６割弱
にとどまっていた．産婦人科や小児科における啓発
率の低さの背景として，優先して積極的に啓発すべ
きであるという認識が乏しい可能性が示唆された．
疫学データ11，17）や先行研究18－20）は，養育者による乳
児の睡眠環境の準備・実践が不適切となることが死
亡という事態に帰結することを明らかにしてきた．
徳武らは，生後１ヵ月児をもつ母親に児の睡眠環境
と窒息に関するインシデント経験について調査した
研究において，85％以上が医療専門職から添い寝や
添え乳の方法や注意点を教わる機会を望んでいたと
報告しており20），SUIDの予防対策や啓発に産婦人
科や小児科が積極的に関わる意義は大きい．本研究
では，産婦人科において，啓発を行っていない理由
に分娩の取り扱いがないことを挙げる施設が多かっ
た．しかし，Colsonらの研究において，妊娠28週ま
たは36週の受診時に産婦人科スタッフと乳児の安全
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図６ 乳児の理想的な睡眠環境の見聞きにおける機関別の
割合

nは回答数．

表２ 乳児の理想的な睡眠環境像の見聞きにおける機関別の関連



な睡眠環境について話し合うことで，この問題への
妊婦の認識が改善されたことが報告されている24）．
また，Kohornらの研究では，妊婦等の養育者と信
頼関係を構築した産婦人科スタッフが，児の出生前
に啓発を行うことで，養育者が乳児の睡眠環境の推
奨事項を遵守しやすくなったとの報告もある25）．さ
らに，出生前の啓発による養育者の乳児の睡眠環境
に対する認識改善は，不適切な寝具への金銭的負担
を避けることもできる24）．本研究では，口頭説明で
の啓発を行う産婦人科において，養育者からの睡眠
環境についての質問頻度が比較的多かった．専門家
が情報提供を行うことが，養育者の本問題への関心
を高め，乳児のより適切な睡眠環境を準備・実践す
ることにつながることが期待される．よって，妊婦
健診のみを行う産婦人科スタッフにも，出生前から
の啓発の有効性を周知することで，SUIDの予防対
策や啓発への当事者意識を醸成できるものと考えら
れる．
つぎに，啓発を行っている施設においても，睡眠
環境については一部の内容が説明される程度で，そ
の主眼はSIDSの予防になっており，総じてSUIDの
概念の認知度が低い可能性が示唆された．この背景

として，国内のSUID予防対策においては，これま
で厚生労働省が中心的役割を担い，内容はSIDSに
重点が置かれてきたため11，26，27），消費者庁が主に扱
う事故予防の啓発内容と切り離され，関係機関に十
分周知されなかった可能性が考えられる．令和５年
４月１日にこども基本法が施行されたが，今後子ど
もに関する様々な取り組みがこども家庭庁に一元化
されることで，SUIDの啓発が進むことが望まれる28）．
なお，本研究では，啓発を行っていない理由として
有用な資材の不足を挙げる施設がみられた．こども
家庭庁が進める「予防のためのこどもの死亡検証」
のウェブサイトでは，一般向けに乳児の睡眠環境の
見直しに取り組める予防策を動画で紹介しており29），
各施設における啓発にも活用できると考える．
厚生労働省作成のリーフレットでは，掛け布団が

固定されていない状態で描かれ，掛け布団は軽いも
のを使うよう示されており（図７）27），日本の行政
は前述の米国のSafe to Sleep®と一致した内容を推
奨しているわけではないことが分かる．本研究にお
いて，啓発の実施とSafe to Sleep®を基にした“乳
児期の睡眠環境の理想像”の科学的知見の有無との
間に関連が認められなかったことも，この現状を反
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図７ 厚生労働省作成の普及啓発用リーフレット27）



映した結果と考えられる．令和１年度厚生労働科学
研究にて「SIDSを含む睡眠中の乳幼児死亡を予防
するための効果的な施策に関する研究」を行った戸
苅らのグループも，日本におけるSUIDの予防対策
や啓発はSafe to Sleep®のような海外の科学的知見
をそのまま適用するのではなく，日本の文化社会的
な背景や行政的な判断も考慮して展開するべきと報
告し，SIDS／SUID予防のために以下の７点の推奨
内容を提示した30）．すなわち，①１歳になるまでは
仰向けで寝かせる，②できるだけ母乳で育てる，③
たばこをやめる，④生後２ヵ月以降で母乳保育が出
来るようになったら泣いて寝ないときにはおしゃぶ
りの使用を考えてよい，⑤赤ちゃんの周りに枕・ぬ
いぐるみ・おもちゃ等を置かない，⑥添い寝の時は
母親の過労・薬・飲酒等での熟睡に気をつける，⑦
添い寝をしながらの授乳をしない，である30）．Safe

to Sleep®と異なり，寝具の種類や性状には触れず，
一律に添い寝をしないことを推奨する内容になって
いないのは，日本の ‘和室で布団を複数並べて敷い
て家族一緒に寝る，あるいは複数人で布団を共有す
る’ といった文化社会的な背景が考慮されたものと
推察する．また，不適切な睡眠環境が ‘添い寝のみ’

の場合にはSUID発生リスクの増加に寄与しない，
添い寝が母乳育児を行うことや母親の睡眠の質を高
めることに有効である等の先行研究の報告31）も考慮
されている可能性がある．一方で，推奨内容を実践
する際の具体的な方法については明記されていな
い．たとえば，①において，寝返りが可能となった
児が夜間就寝中にうつ伏せになった際に養育者がす
ぐに気づくのは困難である．また，文化社会的な背
景は，日本だけでなく，他の国々においても（Safe

to Sleep®を展開している米国内でさえも），安全な
睡眠環境の実践に影響していることが報告されてい
る32－34）．伝統的な慣習や個人の価値観，育児の苦労は，
たとえ推奨内容を知っていても，実践につながるわ
けでないことも明らかにされている．したがって，
SUIDの予防対策や啓発には，不適切な環境を決して
許さないとする強固な姿勢ではなく，専門家が個々
の養育者と共にその価値観や状況に合わせて ‘比較
的安全な’ あるいは ‘今よりも少し安全な’ 環境づ
くりを実践していくことを重要視すべきとの指摘も
ある35，36）．本研究では，Safe to Sleep®を基にした
“乳児期の睡眠環境の理想像”を提示し，その見聞

きの有無について質問したが，「ある」としたのは
行政の６割弱，産婦人科の３割強，小児科の４割強
にとどまった．調査では写真のみを提示したため，
意図が伝わりにくい部分もあったと省みるが，養育
者の様々な状況に合わせた予防対策を実践する場合
においても，啓発に携わる行政や医療機関はSafe

to Sleep®のような科学的知見や考え方を知ってお
くことが必要と考える．
本研究では，啓発を既に行っている施設で反響の

あった手段について回答を得た．回答者の自由記述
によると，行政，医療機関のいずれも共通点として
口頭での説明が挙げられた．また，養育者自身に主
体的に考えてもらう，自宅訪問によって生活環境に
ついて具体的に指導する，オンライン上で講座を開
く等，他の施設の参考となりうる工夫がみられた．
啓発には，保健師や助産師，医師，看護師，保育士
等，多職種が関わっていた．施設毎に利用者や受診
者への指導事項の優先度，マンパワー等の事情があ
るとは思われるが，予防対策における実践例や問題
点を共有することは，啓発側全体のSUIDにおける
睡眠環境やその啓発の重要性への認識を高められる
と考えられる．

SUID，特に防ぎうる死として意義が大きいと考
えられる夜間の就寝中の窒息事故およびSIDSの予
防対策において，乳児の安全な睡眠環境の啓発を継
続的・反復的に進めることが重要と我々は考える．
具体的には，児の誕生前の時期に養育者に対して積
極的および適切な情報の提供・周知が行われるこ
と，育児の開始後には実際の睡眠環境が確認された
上で，環境づくりの困難な部分に対し，養育者の状
況に合わせた改善策が助言されること等である．こ
れらの実践には行政や産婦人科，小児科等の子ども
に関わる機関全体が協同することが必要である．山
口県には『やまぐち版ネウボラ』という子育て世代
包括支援センターを中心とした切れ目のない地域の
相談支援体制づくりが進められており37），その素地
はできている．我々は，支援に携わりうる関係者だ
けでなく，医学や看護，保育，保健を学ぶ学生，一
般市民に対して，SUIDの概念や死亡事故の現状，
Safe to Sleep®のような科学的知見や考え方につい
て共有・周知を行うことで，SUIDにおける睡眠環
境やその啓発の重要性への社会全体の認識を底上げ
したいと考える．
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お わ り に

本研究は，法医解剖における乳児のSUID事例の
経験から着想している．山口県の行政および産婦人
科，小児科の医療機関における乳児の安全な睡眠環
境に関する啓発の現状を調査した結果，啓発が実施
されていない医療機関が少なくないこと，その背景
として，SUIDが積極的に啓発すべき問題と認識さ
れていない可能性，SUIDの概念や安全な睡眠環境
が十分周知されていない可能性が示唆された．一方，
本研究の限界として，質問紙の回収率がやや低いこ
と38），山口県という限定された地域における調査で
あることが挙げられ，日本国内の現状として一般化
するのは困難と考えられる．しかしながら，明らか
になった問題は他の地域にあてはまる可能性も十分
にあり，日本全体のSUIDの予防対策や啓発を深化
させ，SUIDの発生を減少させることに寄与できる
ものと考える．
我々は行政や臨床の現場で利用者や患者と接する
機会が基本的にはない分野であるが，死亡事故の現
状や研究結果の周知・共有を通して，本問題の解決
をともにめざしたいと考える．SUIDの予防対策に
おいては，養育者側の課題を明らかにすることも重
要である．我々は本研究と並行して山口県内の養育
者を対象とした調査も実施し，結果の解析中である．
誕生した子どもが乳児期を無事乗り越えられるよ
う，SUIDの再発予防に努めていきたい．
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A self‑administered questionnaire surveys on

parental education on safe sleep environments

（SSE）for prevention of sleep‑related sudden

unexpected infant deaths（SUID）were conducted

to 19 administrative centers involved in child

support, 43 obstetrics and gynecology（OG）
clinics that provide antenatal care, and 80 pediatric

clinics in Yamaguchi Prefecture. Responses were

obtained from 12 centers, 24 OG clinics, and 49

pediatric clinics. All centers, 54.0% of the OG

clinics and 59.2% of the pediatric clinics provided

parental education using poster displays, leaflet

distribution and face‑to‑face oral explanations in

descending order of frequency. The educational

content, mainly focused on sudden infant death

syndrome, whereas information on SSE was

limited and varied among the respondents. 58.3%

of the administrators, 29.2% of the OG clinics, and

36.7% of the pediatric clinics had seen or were

aware of the ideal SSE. Our survey suggests that

medical institutions do not sufficiently recognize

the importance of active involvement in raising

awareness on SSE, and that evidence of SSE is not

sufficiently understood by the administrators and

medical practitioners. It is important for all

institutions involved with children to share

scientific findings and establish effective

awareness‑raising measures to prevent SUID.
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